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忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

忘
れ
て
い
ま
せ
ん
か
？

単
車
な
ど
の
廃
車
・
名
義
変
更
届

普
通
自
動
車
の
場
合

　

普
通
自
動
車
は
、
自
動
車
税
と
し
て
県
の

税
収
に
な
り
ま
す
。
普
通
自
動
車
の
移
転
登

録
（
名
義
変
更
）
や
抹
消
登
録
（
廃
車
）
な

ど
の
各
種
手
続
き
は
、
近
畿
運
輸
局
奈
良
運

輸
支
局
で
行
っ
て
く
だ
さ
い
。
検
査
・
登
録

の
手
続
き
案
内
は
、
ヘ
ル
プ
デ
ス
ク
（
☎

0
5
0
・
5
5
4
0
・
2
0
6
3
）
で
24
時
間

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
近
畿
運
輸
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
（
URL

http://w
w
w
tb.m
lit.go.jp/kinki/

）

に
、

各
種
手
続
き
案
内
が
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

３
月
末
は
、
自
動
車
の
検
査
・
登
録
の
各

種
申
請
が
集
中
し
て
窓
口
が
大
変
混
雑
し
ま

す
。
各
種
手
続
き
は
で
き
る
だ
け
早
く
お
済

ま
せ
く
だ
さ
い
。

税
務
課
課
税
第
一
係

☎
34
・
2
1
1
2

■各車種の手続き場所

車　種 手続き場所・電話番号
単車など
（125 ㏄以下）

町税務課課税第一係
☎ 34-2112

軽二輪車
（250 ㏄以下）

奈良県軽自動車協会
☎ 0743-58-3700

二輪小型自動車
（250 ㏄超）

近畿運輸局奈良運輸支局
☎ 050-5540-2063

軽自動車
（三輪・四輪）

軽自動車検査協会
奈良事務所
☎ 0743-58-3018

4
月
1
日
現
在
の
所
有
者
に
課
税

　

軽
自
動
車
税
は
、毎
年
4
月
1
日
現
在
で
、

単
車
や
軽
自
動
車
な
ど
を
所
有
し
て
い
る
人

に
課
税
さ
れ
ま
す
。（
月
割
り
計
算
は
行
い

ま
せ
ん
）

　

そ
の
た
め
、
こ
れ
ら
の
車
両
を
譲
渡
ま
た

は
廃
車
し
た
場
合
は
、
左
表
の
機
関
へ
届
出

を
し
て
く
だ
さ
い
。

　

4
月
1
日
ま
で
に
届
出
が
な
い
場
合
は
、

平
成
24
年
度
分
の
軽
自
動
車
税
が
課
税
さ
れ

ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

本
紙
2
月
号
で
お
知
ら
せ
し
ま
し
た
住
民

税
（
町
・
県
民
税
）
と
所
得
税
の
申
告
の
受

付
が
、2
月
16
日
㈭
か
ら
始
ま
っ
て
い
ま
す
。

　

申
告
期
限
は
3
月
15
日
㈭
ま
で
で
す
。
期

限
間
近
に
な
る
と
窓
口
が
混
雑
し
ま
す
の

で
、
早
め
に
申
告
を
お
済
ま
せ
く
だ
さ
い
。

税
の
申
告
は
お
済
み
で
す
か

申
告
期
限

3
月
15
日
㈭
ま
で

国税庁のホームページで所得税の確定申告書が
作成できます。
http://www.nta.go.jpURL

期
限
間
近
は
窓
口
が
混
雑
し
ま
す

期
限
間
近
は
窓
口
が
混
雑
し
ま
す

問
い
合
わ
せ
先

●
住
民
税

　

町
税
務
課
課
税
第
一
係
☎
34
・
2
1
1
2

●
所
得
税

　

桜
井
税
務
署
☎
42
・
3
5
0
1

ここを
クリック
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情情報ホットラインワイド版田原本町からのお知らせ
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夜間の納付（相談）
窓口開設

　平日仕事などで忙
しく町税（介護保険
料・後期高齢者医療
保険料も含む）を納
めることができない
人のために、夜間に
納付（相談）窓口を
開設していますの
で、ぜひご利用くだ
さい。

3月 1日㈭・29日㈭
4月 2日㈪・5日㈭
午後 5時 15分～ 9時

日時

町役場税務課場所

西田原本第3号踏切道（西八尾）
の歩道設置工事にご協力を

工事名
近鉄田原本線西田原本第３号踏切道
歩道設置工事

工事箇所 西八尾
供用開始 4 月 29 日（予定）
規制の種類 終日車両全面通行止（歩行者の通行は可）
施工業者 近畿日本鉄道㈱八木保線区☎ 22-2031
担当課 建設課　☎ 34-2077

位置図

至 王寺 黒田駅

近
鉄
 田
原
本
線

保津

保津西

十六面北

寺川

国
道
24
号

国
道
24
号

（
橿
原
バ
イ
パ
ス
）

磯城消防署

田原本
警察署
田原本
小学校

田原本
幼稚園

田原本
町役場

磯城野
高等学校

国保
中央病院

北
中
学
校

至 

京
都

至 

西
大
寺

近
鉄 

橿
原
線

至 

和
歌
山

阪手北

鍵

西
田
原
本
駅

田
原
本
駅

通行止箇所

　平成 23 年 11 月 24 日から行ってい
る西八尾地内の近鉄田原本線西田原本第
3号踏切に歩道を設置する工事について、
供用開始日を 4月 29 日（予定）として
工事の進捗を図っていきます。
　もうしばらく周辺の皆さんにご不便と
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協
力をお願いします。

建設課 ☎ 34-2077

お詫びと訂正
広報 1月号（18ページ）と 2月号（19
ページ）に掲載した「e-Tax 利用」の記
事内で誤りがありましたので、お詫びし
て訂正します。
源泉徴収票などの添付書類の保存年限
正　5年間
誤　3年間

　e-Tax は、利用開始の手続きなど事前
に準備が必要ですが、このシステムで申
告すると、次のような恩恵を受けること
ができます。
●源泉徴収票などの添付書類が提出不要
（ただし、5年間保存は必要）
●最高 4,000 円の税額控除（平成 19年
分～平成 22年分で控除を受けた人は
除く）

●申告による還付金の早期処理化
など

おうちで作成
ネットで申告 e -Tax

税務課徴収収納係 ☎ 34-2111




